
独
立
行
政
法
人
の
組
織
・
業
務
の
見
直
し
に
関
す
る
決
議

平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日

参
議
院
総
務
委
員
会

政
府
及
び
独
立
行
政
法
人
は
次
の
事
項
に
つ
い
て
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
独
立
行
政
法
人
に
つ
い
て
は
、
行
政
改
革
推
進
の
観
点
か
ら
、
絶
え
ず
見
直
し
を
図
り
、
事
業
の
効
率
化
、
不
要
な
事
業
の
廃
止
、
組
織
の
統

合
等
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
国
民
生
活
の
安
定
と
社
会
経
済
の
健
全
な
発
展
の
観
点
か
ら
必
要
と
さ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
重
点
的
に
充
実

・
強
化
を
図
る
こ
と
。

、

、

、

、

二

役
職
員
に
つ
い
て
は

か
か
る
見
直
し
を
進
め
る
中
に
あ
っ
て

役
職
員
総
数
の
純
減
合
理
化
を
徹
底
す
る
よ
う
特
に
意
を
用
い
る
と
と
も
に

各
府
省
か
ら
の
再
就
職
に
つ
い
て
厳
し
く
見
直
し
を
進
め
る
こ
と
。

三
、
運
営
費
交
付
金
等
の
国
か
ら
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
事
業
、
組
織
の
見
直
し
と
合
わ
せ
て
、
個
別
具
体
的
な
検
証
を
行
い
、
経
費
の
節
減
合
理

化
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
経
費
に
つ
い
て
は
確
実
に
措
置
す
る
こ
と
。

四
、
財
務
面
に
お
い
て
は
、
法
人
事
業
の
運
営
の
合
理
化
と
透
明
性
の
向
上
の
観
点
か
ら
、
会
計
区
分
の
見
直
し
、
一
般
競
争
入
札
の
下
限
額
の
国

に
準
じ
た
見
直
し
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
法
人
が
保
有
す
る
現
預
金
、
有
価
証
券
、
土
地
建
物
等
の
資
産
に
つ
い
て
法
人
の
業
務
運
営
上
引
き

続
き
保
有
す
る
必
要
性
が
あ
る
か
常
時
点
検
し
、
必
要
性
が
乏
し
い
も
の
に
つ
い
て
は
国
庫
に
納
付
す
る
等
適
切
な
処
理
に
努
め
る
こ
と
。

五
、
独
立
行
政
法
人
の
情
報
公
開
に
つ
い
て
は
、
そ
の
組
織
及
び
運
営
の
状
況
を
積
極
的
に
公
表
す
る
こ
と
等
を
通
じ
て
、
法
人
の
諸
活
動
を
国
民

に
説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

六
、
独
立
行
政
法
人
の
非
公
務
員
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
独
立
行
政
法
人
制
度
の
意
義
及
び
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


